
■eemo カーシェアリング約款 新旧対照表（v3.25→v3.3） 

 

旧表記（2023 年 12 月 1 日改定版：v3.25） 新表記（2024 年 4 月 1 日改定版：v3.3） 内容 

第 17 条（残置物の取扱い） 

1. 会員は、カーシェアリング車両の返還にあたって、残置物がないことを自らの責

任において確認するものとします。 

2. 無人のステーションにおいてカーシェアリング車両の貸渡し及び返還が行われ

る本サービスの性質上、貸渡人は、原則として返還されたカーシェアリング車両

の中に残置物があるか否かの確認および残置物がある場合の回収は行わず、残

置物を遺留したことによって会員または同乗者その他の第三者に生じた損害に

ついて、会員がその責を負うものとします。 

3. 会員が返還済みのカーシェアリング車両に遺留した残置物の回収作業を貸渡人

に委託することを希望したときは、貸渡人は、残置物の性質、当該カーシェアリ

ング車両の利用状況、貸渡人従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作

業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じることが

あります。貸渡人が回収作業を受託する場合には、会員は、現に残置物が回収さ

れるか否かにかかわらず、回収作業に要する費用を支払うものとします。 

4. 貸渡人は、会員からの受託によらずカーシェアリング車両から残置物を回収し

たときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継

続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずにただち

に廃棄することができるものとします。また、貸渡人が残置物を廃棄したときに

は、会員は貸渡人が会員の残置物の廃棄に要した費用を貸渡人に支払うものと

します。 

(1)財産的価値のない残置物、または、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の

継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて３日間

保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。 

(2)運転免許証、パスポート、キャッシュカード、クレジットカード(ＥＴＣカード

を含み、以下同じとします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、

貴金属、腕時計、携帯電話、パソコン等の電子機器、および宝飾品等については、

所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されな

い場合には、回収した日から３か月間保管し、その間に所有者の氏名および住所

が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取

りを催告します。そして、回収した日から３か月の間に所有者の氏名および住所

が判明しなかったとき、または所有者から引取りの申出がないときは、当該残置

物を廃棄します。 

(3)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、

ただちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。 

(4)上記(ア)から(ウ)までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日

から１か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。 

 

(5)貸渡人は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって会員または同乗

者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとし

ます。 

5. 貸渡人が会員からの受託によらず回収した残置物を所有者たる会員に引き渡し

たときは、会員は、回収および保管に要した費用を支払うものとします。 

第 17 条（残置物の取扱い） 

1. 会員は、カーシェアリング車両の返還にあたって、残置物がないことを自らの責

任において確認するものとします。 

2. 無人のステーションにおいてカーシェアリング車両の貸渡し及び返還が行われ

る本サービスの性質上、貸渡人は、原則として返還されたカーシェアリング車両

の中に残置物があるか否かの確認および残置物がある場合の回収は行わず、残

置物を遺留したことによって会員または同乗者その他の第三者に生じた損害に

ついて、会員がその責を負うものとします。 

3. 会員が返還済みのカーシェアリング車両に遺留した残置物の回収作業を貸渡人

に委託することを希望したときは、貸渡人は、残置物の性質、当該カーシェアリ

ング車両の利用状況、貸渡人従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作

業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じることが

あります。貸渡人が回収作業を受託する場合には、会員は、現に残置物が回収さ

れるか否かにかかわらず、回収作業に要する費用を支払うものとします。 

4. 貸渡人は、会員からの受託の有無にかかわらず、カーシェアリング車両の清掃・

点検などを通じてカーシェアリング車両から残置物を回収したときは、次の各

号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管するこ

とが困難な残置物については、以下の各号によらずにただちに廃棄することが

できるものとします。また、貸渡人が残置物を廃棄したときには、会員は貸渡人

が会員の残置物の廃棄に要した費用を貸渡人に支払うものとします。 

(1)財産的価値のない残置物、または、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の

継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて３日間

保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。 

(2)運転免許証、パスポート、キャッシュカード、クレジットカード(ＥＴＣカード

を含み、以下同じとします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、

貴金属、腕時計、携帯電話、パソコン等の電子機器、および宝飾品等については、

所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されな

い場合には、回収した日から３か月間保管し、その間に所有者の氏名および住所

が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取

りを催告します。そして、回収した日から３か月の間に所有者の氏名および住所

が判明しなかったとき、または所有者から引取りの申出がないときは、当該残置

物を貸渡人の裁量によって処分・処理します。 

(3)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、

ただちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。 

(4)上記(1)から(3)までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日か

ら１か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ貸渡人の裁量

によって処分・処理します。 

(5)貸渡人は、本項の規定に従って残置物を処分・処理したことによって会員また

は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないも

のとします。 

5. 貸渡人が会員からの受託によらず回収した残置物を所有者たる会員に引き渡し

たときは、会員は、回収および保管に要した費用を支払うものとします。 

 

残置物の取扱いに

ついて実態に合わ

せて修正いたしま

した。また一部誤記

があった部分を修

正しました。 

第 19 条（カーシェアリング車両が返還されない場合の措置） 

1. 貸渡人は、借受予定時間満了時から 12 時間を経過しても会員がカーシェアリン

グ車両を返還せず、かつ貸渡人の返還請求に応じないとき、または会員が所在不

明となる等の理由によりカーシェアリング車両が乗り逃げされたと認められる

ときは、会員に対し刑事告訴を行う等の法的手続きをとる他、他のカーシェアリ

ング事業者等に会員の登録情報を報告する等の措置を取ることができるものと

します。また、これらの場合に貸渡契約を終了させることができるものとしま

す。 

2. 貸渡人は、前項の場合、あらゆる方法により、カーシェアリング車両の所在を確

認するものとします。また、会員はカーシェアリング車両の所在調査、回収なら

びに会員の探索に要した費用その他貸渡人に与えた損害について賠償するもの

とします。 

 

第 19 条（カーシェアリング車両が返還されない場合の措置） 

1. 貸渡人は、借受予定時間満了時から 12 時間を経過しても会員がカーシェアリン

グ車両を返還せず、かつ貸渡人の返還請求に応じないとき、または会員が所在不

明となる等の理由によりカーシェアリング車両が乗り逃げされたと認められる

ときは、会員に対し刑事告訴を行う等の法的手続きをとる他、他のカーシェアリ

ング事業者等に会員の登録情報を報告する等の措置を取ることができるものと

します。また、これらの場合に貸渡契約を終了させることができるものとしま

す。 

2. 貸渡人は、前項の場合、あらゆる方法により、カーシェアリング車両の所在を確

認し、必要に応じて車両の回収を行うものとします。会員は、貸渡人が車両を回

収する際に、必要に応じて会員の私有地に立ち入ることを許諾するものとしま

す。また、会員はカーシェアリング車両の所在調査、回収ならびに会員の探索に

要した費用その他貸渡人に与えた損害について賠償するものとします。 

3.貸渡人は、前項によりカーシェアリング車両を回収した場合、当該車両内の残置

物について、第 17 条第 4 項に準じて処分処理するものとします。 

 

 

 

 

 

車両が返還された

かった場合の回収

の取扱い、および

その際の残置物の

取扱いについて明

記しました。 

別紙貸渡人一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙貸渡人一覧 

貸渡人が追加され

ました。一部誤記が

あった内容を修正

しました。 

 


